
 
 

 
 
 

      

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
この職員試験についての問い合わせ 

    
〠３４１－８５０１     
埼玉県三郷市花和田６４８番地１                                       

    三郷市総務部人事課 
     

☎０４８－９３０－７７５２（直通） 

１次試験日  令和8年10月１４日（水） 

（採用予定日 令和９年４月１日） 

 

四条任期付職員とは 

「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」第４条の規定に

基づき、一定期間内に終了又は一定期間内に限り業務量の増加が見込まれる業

務に対応するため、任期を定めて採用される職員です。任期の定めがある他

は、勤務条件は正職員と同じです。 

三郷市任期付職員募集案内 

令和８年度 

技術職（建築技師） 

＜ 四条任期付職員 ＞ 

三郷市 
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１．試験区分等 
 

試験区分 採用予定人数 任用期間 

技術職（建築技師） 
（四条任期付職員） 

若干名 
令和９年４月１日から 

３年間 

 
 

 

２．資格要件等 
 

試験区分 資格等要件 学歴要件 その他要件 

技術職（建築技師） 
（四条任期付職員） 

次のどちらも該当する者 

① 一級建築士又は1・2級建築

施工管理技士の資格を有する者   

② 国もしくは地方公共団体にお

いて、任期の定めのない建築技

師職員として、行政事務（設計

・施工・工事監理など）の職務

経験が２０年以上ある者 

 

高校卒以上 

昭和３２年４月２日

以降に生まれた者

（６９歳まで） 

    
※学歴要件について、卒業見込みを含みません。 

※日本国籍を有する者が受験できます。 

※地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当する者は受験できません。 

（以下はその内容です。） 

   ア．拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく 

なるまでの者 

   イ．三郷市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

ウ．日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破 

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

※職務経験について 

・「国もしくは地方公共団体」とは、国家公務員もしくは都道府県、市町村、特別区を指

します。特殊法人や独立行政法人等は含みません。 

・「任期に定めのない建築技師職員として」とは、正規職員としてフルタイム勤務の職員

を指します。任期付職員や会計年度任用職員は職務経験に含みません。また、技術職（建

築技師）としての業務を行っていない期間（一般事務職として勤務した期間等）は、職務

経験に含みません。 

・連続して３か月を超えて従事していない期間や休職等で休んでいた期間については、職

務経験から除きます。 

※令和８年１２月２５日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童

対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第６９号。以下「こど

も性暴力防止法」という。）に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪

事実確認が必要となります。特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場
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合）、こども性暴力防止法に基づき、こどもに接する業務に従事させないこと等の措置

を講じる必要があります。これらの制度の施行を踏まえ、採用までの間に、誓約書等に

より特定性犯罪の前科の有無を確認します。この結果、特定性犯罪の前科を有すること

が判明した場合は、採用しないことがありますので、あらかじめ御了承ください。 

 

３．試験科目等 
 
 （１次試験） 
 

試 験 科 目 試 験 日 

個別面接試験 令和８年１０月１４日（水） 

 
  （最終試験） （１次試験合格者を対象に実施します） 
   

試 験 科 目 試 験 日 

個別面接試験      １０月下旬予定 

 
４．職務内容 

 

技術職（建築技師）は、建築技師の専門性を活かし、公共建築物の建築技術に係わる

計画・設計・施工管理・維持保全業務等に従事します。 

 
 
５．申込方法・申込受付期間 
 

申 込 方 法 電子申請のみ（パソコン又はスマートフォンから申込み可能です） 

受 付 期 間 
令和８年７月１日（水）８時３０分 ～ ８月２３日（日）２３時５９分 

（期間内は２４時間申込可能です） 

申 込 方 法 
の 詳 細 

 三郷市ホームページから電子申請システムに接続し、申込みをしてください

（パソコン又はスマートフォンから申込み可能です）。 

※ホームページの関連ファイル「三郷市職員採用試験 電子申請システム 申

込手順及び入力例」を確認してから作成してください。また、作成後は申込

書の内容を確認し、記入漏れ等がないことを確認してから申込みをしてくだ

さい。 

 

 

三郷市ホームページ「三郷市職員採用情報」QRコード  

https://www.city.misato.lg.jp/shiseijoho/jinji_shokuinsaiyo/shokuinsaiyo/

12983.html 



 

 

3 

受験票の交付 

 受付完了後、受験票発行について令和８年９月１１日（金）までにメールに

てお知らせいたします。メールが届かない場合は、人事課人事係までご連絡

ください。 

備  考 

・パソコン、スマートフォン又はタブレット端末等のインターネットに接続可

能なもの、メールや申込書等を印刷する環境が必要です。 

・受験者本人の顔写真の画像データ、受験資格として必要な資格証書（PDFデ

ータ 又は 画像データ）をご用意ください。 

・職歴（勤務先及び勤務内容の入力欄）には、職務経験が明らかになるよう、

配属された部署及びそこでの勤務内容を入力してください。 

・申込内容に不備があった場合には、メール又は電話にて確認させていただく

こともありますので、メール、電話を受けられる状態にしておいてくださ

い。 

 
 

６．（電子申請）※該当の者のみ 

電子申請の際にデータを添付してください。 

 

◆上記の申込書類の添付方法について 

PDFデータ 又は 画像データで添付してください。 

上記に記載のある免許・資格等以外の取得証明書（運転免許証等）については、提出は不要です。

なお、電子申請の受付データ等は令和８年度三郷市職員採用試験以外の目的には利用しません。 

 

７．給 与 等 

 
① 初 任 給（地域手当含む） 

 

職       種 初 任 給         

技術職（建築技師） 
（四条任期付職員） 

307,506円（主査級） 
 

285,670円（主任級） 

 
   ※ 職務経験により、「主査級」又は「主任級」の職位での採用となります。 
 

 
 
 

試験区分 提出書類（電子申請） 

技術職（建築技師） 
（四条任期付職員） 

① 資格証書の写し 

② 職務経歴書 

※ 電子申請システムの入力欄（5枠分）に入力しきれない場合 

にのみ提出してください。 

※ 三郷市ホームページからダウンロードできます。 
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② 諸 手 当           
 

手 当 名               内        容 

扶 養 手 当               子 13,000円  父母等 6,500円 

通 勤 手 当               原則として、全額支給。※駐車場代（上限5,000円） 

住 居 手 当               借家・借間のみ、手当上限 28,000円 

期末・勤勉手当 年間 2.45月分 

 
※ その他に時間外勤務手当、休日勤務手当等があります。 

※ 駐車場代支給の該当者には、上限５，０００円の範囲で支給されます。 

     ※  ①、②とも採用までに給与改定等があった場合は、それによります。 

 

８．勤務時間等 

① 勤 務 時 間 

勤務時間は、週38時間45分です。 

② 休 日 及 び 休 暇 

・土曜・日曜日、年末年始、祝日法による休日（勤務場所により異なる場合がありま

す。） 

・年間２０日の年次有給休暇、結婚・忌引・出産等の場合の特別休暇、疾病等の場合の

病気休暇があります。 

 

９．福利厚生 

   ① 共済制度（埼玉県市町村職員共済組合） 

     ・貸 付 … 住宅、自動車等の低利の貸付けを利用することができます。 

     ・給 付 … 職員の病気、負傷、出産、休業、災害、障がい若しくは死亡の場合又そ

の被扶養者に対しても給付があります。 

     ・その他 … 全国の保養施設の利用や宿泊料の補助があります。 

   ② 健康管理 

     ・定期的に健康診断を行います。また、希望により人間ドックを受診できます。 

 
 

１０．今後の予定 

10月１４日       １次試験（個別面接） 

10月下旬       最終試験（個別面接） 

11月上旬   最終試験結果通知 

令和９年1月下旬       内定者説明会 

令和９年４月１日   採 用 


